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本冊子の記載内容について

 

 本冊子は、平成21年度（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）におけ

る公認会計士・監査審査会の活動状況を記載していますが、読者の便宜を図

るために、一部、平成21年３月31日以前の情報、及び平成22年４月１日以降

の情報も記載しています。 

 

 

≪本冊子に対するご意見等の連絡先≫ 

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験室総務第一係 
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はじめに ― ２期６年を振り返って ― 

 

公認会計士・監査審査会（以下、「審査会」という。）は平成 16 年４月に発

足し、この３月 31 日で２期６年が終了します。そして、本年４月１日より審査

会は３期目に入ります。本報告書は第２期（平成 19 年４月～平成 22 年３月）

最後の年次の活動状況の報告書となります。そこで、これまで事務局を指揮監

督してきた者として、これまでの審査会の活動を総括しておきたいと思います。 

 

（発足の経緯） 

現在の審査会は平成 15年の改正公認会計士法により設置されました。当時、

会計・監査をめぐる不祥事が世界的に多発し、これらに公認会計士が関与して

いた事実が明らかとなり、会計・監査に対する投資者及び社会の信頼が世界的

に大きく揺らぎました。アメリカではこうした事態に対処するため、平成 14

年（2002 年）に Sarbanes-Oxley 法が制定され、これまでの監査業界の自主規

制に代わる新たな監査監督機関として PCAOB（Public Company Accounting 

Oversight Board)が設置されました。同様の動きはカナダ、イギリスを始めと

して多くの国でも起き、監査業界から独立した新たな監査監督機関が設置され

ています。 

平成 15 年の法改正では、監査の質の向上を図り、その信頼性を確保すること

が審査会の使命とされ、その使命を果たすため、審査会に監査事務所等に対す

る検査権限が付与されました。審査会はこれまでの２期６年にわたり、この使

命を果たすことに努めてきました。 

 

（第１期の審査及び検査） 

具体的には、第１期（平成 16 年４月～平成 19 年３月）の目標として、審査

会の検査の前提となる日本公認会計士協会（以下、「協会」という。）の品質管

理レビューの適正化、個別監査事務所における監査品質管理体制の整備、監査

事務所における個別監査業務の監査品質の確保及び向上の達成を掲げました。 

これらの目標を達成するため審査会は協会に対する検査、４大監査法人及び

いくつかの中小規模監査事務所に対する検査を実施しました。 

この結果、第１期の３年間で、協会の品質管理レビューは相当に適正化され、

また日本の上場会社監査の 90％を占める４大監査法人における監査の品質管

理体制の整備がなされました。また、これらの大規模監査法人に対してさらに

フォローアップ検査を実施し、前回の検査で指摘した改善事項の改善状況、そ

の定着及び新たな環境に対する対応を確認しました。しかしながら、監査事務

所の大部分を占める中小規模監査事務所の品質管理体制の整備は、その監査資
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源の不十分さもあり、残念ながら全体としては必ずしも十分に促進されたと評

価できるまでには改善されませんでした。 

  

（第２期の審査及び検査） 

次に、第２期の目標として、監査事務所における品質管理体制の整備の確実

な実施とその定着、品質管理の下での個別監査業務の品質のより一層の向上、

並びに会計・監査をめぐる新しい経済社会の環境変化に対応した監査の品質管

理体制の整備と監査の実施を目標に掲げました。この目標を達成するため、こ

れまでに検査が実施されていない中小規模監査事務所の中のいくつかをリスク

ベースで選定し検査を実施しました。検査した中小規模監査事務所においては、

品質管理体制そのものは整備されているもののその実施が十分でないものや、

いまだに監査事務所の品質管理体制が整備されていないケースも見られました。

新しい環境変化の関係では、世界的な信用危機の監査への影響や、国際会計基

準導入などへの監査事務所の対応等も念頭においた検査を実施しました。 

 第２期の検査において、監査事務所における品質管理体制が整備され、個別

監査業務の品質の向上が図られてきているとはいえ、中小規模監査事務所にお

いては、その実施及び個別監査業務における品質はいまだ不十分な点が多々見

られており、監査事務所における監査の品質管理へのより一層の努力が要請さ

れます。そこで、監査事務所、特に中小規模監査事務所における品質管理体制

及び個別監査業務における品質の自主的整備の促進を図る観点から、審査会は

検査において改善を要する事項として指摘した事例を取りまとめ事例集として

公表し、各監査事務所が自ら品質の管理態勢を点検し、発見された不備を改善

できるようにしました。同時に、協会の協力を得て、全国の協会地域会におい

て事例集の説明会を開催しました。これを踏まえ、協会の品質管理レビューに

おける中小規模監査事務所に対する指導及び教育を期待します。 

 

（諸外国の監査監督機関との連携） 

 我が国を含めた諸外国の独立監査監督機関は、情報を交換し、経験を共有し

国際的に監査の信頼性を高めるために、平成 18 年（2006 年）９月、監査監督

機関国際フォーラム：IFIAR（International Forum of Independent Audit 

Regulators）設立に合意しました。第１回会合は審査会の主催により東京で開

催しました。それ以降も、審査会は IFIAR に積極的に関与し、本会合（年２回）

では審査会の活動状況及び我が国監査事務所における監査品質の促進状況を絶

えず発信しています。本会合は平成 22 年３月のアブダビ会合で７回を数え、加

盟国も 35 カ国・地域に拡大しています。 
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（公認会計士試験への取り組み） 

以上の活動のほか、審査会は公認会計士試験の実施業務も行っています。平

成 15 年の公認会計士法改正により、試験制度にも大きな変更がなされました。

この改正は、経済社会の変化に対応した有能な公認会計士を生み出し、経済社

会の基盤である会計・監査の充実を図り、我が国の経済発展に資することを目

的としたものです。 

試験の実施機関である審査会は、新しい試験制度の目的を忠実に実現するた

め、試験実施面における多くの改善を行ってきました。すなわち有能な人材が

多様な分野から公認会計士試験に挑戦することを促進し、公認会計士に必要な

学識及びその応用能力を有しているかを判定する、いわゆる資格試験としての

公認会計士試験の改善に取り組んできました。 

また審査会は多くの多様な人々が試験に挑戦することを促進するために、全

国各地で大学及び大学院等の協力を得て、公認会計士を目指す学生の増加を目

的にして、監査に関する講演を行うと同時に試験制度の説明を実施してきまし

た。その結果、公認会計士に対する関心が高まり、受験者が増加（平成 17 年か

らこれまでに約 5,000 人の増加）し試験問題の改善と相俟って合格者の増加を

もたらしました。これら合格者が公認会計士資格取得の要件を満たし、今後、

有能で多様な公認会計士が多数誕生することにより、我が国の経済発展に貢献

することを期待しています。 

 

最後に、この４月に発足する第３期の審査会が新たな目標の下、その使命を

果たし、我が国経済の一層の発展に寄与することを期待いたします。 

 

平成 22 年３月       

公認会計士・監査審査会会長 
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概 要

 

 審査及び検査 

日本公認会計士協会の品質管理レビューについて審査を行い、７監査法人に対

し検査を実施した。その結果、１監査法人について行政処分その他の措置を講ず

るよう金融庁長官に対して勧告した。

また、外国監査法人等に対する報告徴収及び検査の実施に向けて体制整備を行

い、平成22年１月に「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する

報告徴収・検査に関する基本指針」を公表した。 

   

 公認会計士試験の実施 
平成21年試験及び平成22年試験（第Ⅰ回短答式試験）を実施した。なお、試

験実施の改善を順次図り、平成 22 年試験より、短答式試験を年２回実施してい

る（平成21年12月第Ⅰ回、平成22年５月第Ⅱ回）。 

 

 公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 

金融庁長官から公認会計士等の懲戒処分等に関して意見を求められ、３件の事

案について調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当かどうかに関して意見を表

明した。 

  

 諸外国の関係機関との協力 
監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）について、第５回会合が平成21年４月

にバーゼルにおいて、第６回会合が同年９月にシンガポールにおいて、第７回会

合が平成22年３月にアブダビにおいて開催され、出席した。 

また、IFIAR検査ワークショップについて、第４回会合が平成22年２月にパリ

において開催され、参加した。 
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第１章 組織 

 

１．公認会計士・監査審査会 

 

公認会計士・監査審査会（以下、「審査会」という。）は、公認会計士法

（以下、「法」という。）第 35 条第１項及び金融庁設置法第６条に基づき、

金融庁に設置された合議制の行政機関である（平成 16 年４月設置。P35 資料

１－１参照）。 

審査会は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のう

ちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣より任命された、会長及び９人以

内の委員により組織される。委員は非常勤であるが、うち１人については常

勤とすることができる。任期は３年である（法第 36 条、37 条の２、37 条の

３）。 

会長及び委員は独立してその職権を行い、また、法定の事由がある場合を

除き、在任中にその意に反して罷免されることはない（法第 35 条の２、37

条の４）。 

 

第２期の審査会は、金子会長、脇田常勤委員のほか、非常勤委員８人の計

10 人の構成であるが、平成 22 年３月末で任期が満了し、同年４月１日に新

たに任命された友杉会長及び廣本常勤委員等により第３期の審査会が発足し

た（P37 資料１－２参照）。 

 

審査会の主な業務は以下のとおりである。 

① 公認会計士・監査法人及び外国監査法人等（我が国に有価証券報告書

等を提出する外国会社等の財務書類について監査証明業務を行う外国所

在の者をいう。以下同じ。）並びに日本公認会計士協会（以下、「協会」

という。）に対する検査等 

② 公認会計士試験の実施  

③ 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等に関する事項の調査審議 

 

２．事務局 

 

審査会には、審査会の事務を処理するために事務局が置かれている（法第

41 条第１項）。 

事務局は、事務局長の下、総務試験室及び審査検査室で構成され、総務試験

室は、公認会計士試験の実施及び公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審

議並びに事務局全体の総合調整を所掌し、審査検査室は、監査法人等の監査
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業務の運営状況に関する審査や協会の事務の適切性についての審査、協会及

び監査法人等並びに外国監査法人等に対する検査を所掌している。 

事務局の定員は、平成 16 年４月発足時 40 人であったが、その後順次増員

され、平成 21年度末の定員は、総務試験室14 人及び審査検査室41 人の計 55

人となっている。

 

（参考）事務局の定員の推移                 （年度末ベース） 

  16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

総務試験室 11 12 12 12 12 14 

審査検査室 29 29 31 35 39 41 

 
主任公認会計士

監査検査官 
4 4 4 4 5 5 

 
公認会計士 

監査検査官 
18 18 20 24 26 28 

（注）平成 22 年度では、審査検査室に主任公認会計士監査検査官２人、公認会計士監

査検査官１人、審査第３係の増員が認められた。 

 

≪公認会計士・監査審査会の機構図≫ 

・ 事務局全体の総合調整

主任公認会計士監査検査官

（事務局長）

公認会計士・監査審査会

公 認 会 計 士 監 査 検 査 官

審 査 検 査 室

事 務 局

試 験 専 門 官

総 括 調 整 官

総 務 試 験 室

公 認 会 計 士 監 査 審 査 官

・ 公認会計士試験の実施

公認会計士等に対する懲戒処分等の
調査審議

・

会 長

委 員 （ ９ 人 ）

※ 事務局長は、関係のある
他の職を占める者をもって充
てる。

・

・

監査法人等の監査業務の運営状況に
関する審査及び協会の事務の適切性
についての審査

協会及び監査法人等並びに外国監査
法人等に対する検査
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第２章 審査及び検査

 

１．概説 

 

（１）制度の概要 

審査会は、金融庁長官の権限のうち、 

・ 協会による法第２条第１項業務（監査又は証明業務）の運営状況の調

査結果報告の受理（法第 46 条の９の２第２項） 

・ 協会及び公認会計士・監査法人に対する報告徴収及び検査のうち、上

記の報告に関して行われるもの（法第 46 条の 12 第１項、49 条の３第

１・２項） 

・ 外国監査法人等に対する報告徴収、検査（法第 49 条の３の２第１・

２項） 

等について委任されている（法第 49 条の４第２・３項）。 

これらを受けて、審査会は、協会の品質管理レビュー（注）に関する報告

の審査等を行い、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める

場合には、報告徴収、検査を行うこととしている（P39資料２－１、P40 資

料２－２参照）。 

なお、上記の結果、必要があると認める場合には、行政処分その他の措

置について金融庁長官に勧告する（法第 41 条の２）。 

（注）品質管理レビュー 

品質管理レビューとは、監査又は証明業務の運営状況の調査として協会が行うもの

である。具体的には、監査業務の質的水準の維持、向上を図り、監査に対する社会的

信頼を維持、確保するため、協会が監査事務所（監査法人及び公認会計士事務所をい

う。以下同じ。）の行う監査の品質管理の状況を調査し、必要に応じ改善を勧告し、改

善状況の報告を受ける。 
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≪審査及び検査の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 品質管理レビューの報告 

協会は原則として３年に一度（協会が必要と認めた場合は２年に一度等に短縮）、法令、

監査基準等及び協会の会則・規則等への準拠状況を事後的に調査しており、審査会はそ

の調査結果に関して報告を受ける。 

 

② 審査

審査会は、協会から報告を受け、主として、協会の品質管理レビュー制度の運営が適切

に行われているか、監査事務所の監査業務が適切に行われているかを確認する。

審査会は、審査の過程において、必要があると認める場合には、協会又は監査事務所に

対して報告又は資料の提出を求める。

 

③ 検査

審査会は、審査の結果、協会の事務の適正な運営を確保するため必要があると認める

場合、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認める場合には、協会、監査事務所、

その他監査事務所の業務に関係のある場所（被監査会社等）に対して検査を行う。

 

  ④ 勧告

審査会は、審査又は検査の結果、必要があると認める場合には、監査事務所の監査業

務又は協会の事務の適正な運営を確保するために行うべき行政処分その他の措置につ

いて金融庁長官に勧告する。

（注）外国監査法人等に対する報告徴収・検査については、後記「３．外国監査法人等に

対する報告徴収・検査に関する基本指針等」（P14）を参照。 

 

 

品質管理レビュー

④勧告

③検査

監査

②審査

③検査

公認会計士・監査審査会 金 融 庁

①品質管理レビューの報告

日本公認会計士協会 監査事務所 被監査会社等
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（２）審査基本方針等 

審査会は、第１期（平成 16 年４月～平成 19 年３月）の審査会活動の基

本となる視点や目標に加え、審査の基本的考え方や検査の枠組みなどを示

した「監査の信頼性確保のために－審査基本方針等－」を策定し、公表し

た（平成 16 年６月）。 

第２期（平成 19 年４月～平成 22 年３月）においては、第１期の審査及

び検査の実績を踏まえ、「監査の品質の一層の向上のために－審査基本方

針等－」（以下、「審査基本方針等」という。）を策定、公表している（平

成 19 年６月。詳細はP41 資料２－３参照）。 

第２期の審査基本方針等においては、以下の視点及び目標を基本として、

審査及び検査を実施することとした。 

○ 視点  

審査会が実施する審査及び検査においては、常に国民の視点という公

益的立場に立ち、審査会の有する権能を最大限に発揮して、監査の質の

確保・向上を積極的に図っていくものとする。また、国際的動向に積極

的に対応し、諸外国の情報の入手及び内外に対する情報発信に努める。  

○ 目標  

審査会が実施する審査及び検査は、個別監査意見そのものの適否を直

接主眼とするのではなく、協会による品質管理レビューの一層の機能向

上を公益的立場から促していくことを基本とする。 

 

（３）活動状況 

平成 20 年度までの活動状況は以下のとおりである。 

 

① 検査 

平成 16 年４月の発足以降、監査事務所に対して 43 件検査を実施し、

13 件について金融庁長官に対し行政処分その他の措置を行うよう勧告

した。 

また、平成 16 年度及び平成 19 年度には、協会に対しても検査を実施

した。 

 

② 検査結果概要の公表 

・ 品質管理レビューの一層の機能向上に向けて－日本公認会計士協会

による品質管理レビューの実態把握及び提言－（平成 17 年２月９日） 

・  ４大監査法人の監査の品質管理について（平成 18 年６月 30 日）  

・ 小規模監査事務所の監査の品質管理について（平成 18 年 11 月８日）  
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・ 中小規模監査事務所の監査の品質管理について（平成19年３月16日）  

・  ３大監査法人の業務改善状況について（平成 19 年６月 29 日）  

・  日本公認会計士協会の品質管理レビューの改善状況について（平成

19 年７月 31 日） 

・  監査の品質管理に関する検査指摘事例集（平成 20 年２月 27 日、平

成 21 年６月 30 日改訂） 

 

２．平成 21 年度の審査及び検査の状況 

 

（１）協会による品質管理レビューの状況 

平成21年度の協会による品質管理レビューは、83件（監査法人42件（共

同監査事務所を含む。）、公認会計士41 件）に対して実施されており、平

成 22 年３月 31 日までに、64 件についての報告を受けた（注）。なお、品

質管理レビューの状況は以下のとおりである。 

（注）品質管理レビューに関する報告（月次報告書）の主な内容

・ 品質管理レビュー報告書

・ 改善勧告書

・ 改善勧告書に対する改善計画書 

・ レビュー調書（品質管理レビュー報告書及び改善勧告書を作成するために収

集・作成した一連の資料）

 

① 品質管理レビューの実施状況 

品質管理レビューの実施状況は以下のとおりである。 

 

≪品質管理レビューの実施状況≫ 

21年 22 年  品質管理レビュー 

実施年月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3 月 合計

品質管理レビュー 

実施
19 5 1 28 8 9 7 6 0 83 

監査事務所数

    

② 品質管理レビュー結果 

審査会に報告された 64 件については、そのすべてに改善勧告事項があ

り、その結論の状況は以下のとおりである。 

・ 限定事項のない結論 45 件（監査法人 26 件、公認会計士 19 件） 

・ 限定事項付き結論 19 件（監査法人６件、公認会計士 13 件） 

・ 否定的結論（該当なし） 
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また、平成 21 年度は、フォローアップ・レビュー（再フォローアップ・

レビューを含む。）が 81 件（監査法人60 件、公認会計士21 件）に対し

て実施されており、平成 22 年３月 31 日までに報告を受けた 69 件のフォ

ローアップ・レビュー結果の状況は以下のとおりである。 

・ 改善措置済み 53 件（監査法人 46 件、公認会計士７件） 

・ 改善措置が不十分 16 件（監査法人 10 件、公認会計士６件） 

（参考）フォローアップ・レビュー

フォローアップ・レビューとは、協会の品質管理レビューの一環として

実施する改善措置の状況の確認である。具体的には、前回の品質管理レビ

ューにおいて提出された回答書に記載の改善措置の内容に従って監査事

務所が実施した、品質管理のシステムの変更の状況、監査実施者への教

育・訓練を含む伝達の状況及び品質管理のシステムの監視等の是正措置

の状況等を確かめることにより、改善措置の状況を確認する。 

 

（２）品質管理レビューに対する審査の状況

 

① 審査の対象及び観点

平成 21 年度の審査対象は、協会が平成 20 年度及び平成 21 年度に実施

した品質管理レビューであり、うち平成 20 年度品質管理レビューに基づ

き作成された品質管理レビュー報告書の結論の状況は次のとおりである。

なお、平成 21 年度品質管理レビューについては、平成 22 年３月 31 日ま

でに報告を受けた 64 件について、順次審査に着手している。 

 

≪品質管理レビュー報告書（平成20年度）≫       （監査事務所数）

区 分 限定事項のない結論 限定事項付き結論 否定的結論 計

50 76.9％ 15 23.1％ － － 65 監査法人

33 60.0％ 22 40.0％ － － 55 公認会計士

83 69.2％ 37 30.8％ － － 120 合 計

（注）上記 120 件については、そのすべてに改善勧告事項がある。 

 

審査会の審査は、品質管理レビューに関する報告の分析、ヒアリングや

報告徴収結果の検証などを行っており、その観点は以下のとおりである。

・ 協会による品質管理レビューの適切性 

・ 監査事務所における、監査業務の質を合理的に確保するための、

品質管理のシステムの整備・運用状況 
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・ 個々の監査業務について、監査事務所の設けた品質管理のシス

テムの準拠性 

 

② 報告徴収 

平成 21 年度審査基本計画においては、平成 20 年４月施行の改正公認

会計士法により、品質管理を強化する観点から、業務の品質の管理の監

視に関する措置の整備が義務化されたことなどを踏まえ、監査法人につ

いては、「品質管理のシステムの監視」、また、個人事務所については、

「品質管理のシステムの整備状況」を重点的検証事項とし、平成 21 年

10 月、報告徴収を実施した。その内訳は、以下のとおりである（P46資料

２－４参照）。 

 

    ≪報告徴収の実施状況≫         （平成22年３月31日現在）

 

 

対象事務所
（注１)

実施事務所 
（注２） 未改善 

監査事務所に対する報告徴収 120 36 0 

監査法人に対するもの 65 19 0 

 
個人事務所に対するもの 55 17 （注３）0 

（注１）平成 20 年度の品質管理レビュー実施事務所 

体制面の整備が著しく不十分である（注２） 事務所、運用面が著しく不十分

である事務所、品質管理の改善への取組姿勢に疑義がある事務所、及

び品質管理の各項目にわたり指摘が認められる事務所等に対して実施。 

（注３）報告徴収を実施した事務所のうち、個人事務所２件については、品

質管理のシステムの定期的検証の運用面が不十分であったが、その後

改善等を確認。 

 
③ 審議

審査会は、品質管理レビューに関する審査結果、又は監査事務所に対す

る検査結果に基づき審議を行い、

・  監査事務所への検査の実施

・  行政処分その他の措置について金融庁長官へ勧告

等について判断する。

平成19年度品質管理レビュー（対象：監査事務所131 件）、平成20年度

品質管理レビュー（対象：監査事務所120 件）及び平成 21 年度品質管

理レビュー（対象：監査事務所 83 件）の審議状況は以下のとおりであ

る。 
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≪審議状況≫                        （平成22年３月31日現在）

 平成19年度 平成20年度 平成21年度

  品質管理 品質管理 品質管理

 レビュー レビュー レビュー

 
審 議 対 象 監 査 事 務 所 数 131      120      83 

 
0 

8

2

   0 

 

 

5 

 

  0 

   

 （注）64 ⅰ.現在、事務局で精査中であり、今

後審査会に処理方針を諮る予定の

もの 

ⅱ.

 
 

 

0 

 

  0 

 

 
監査事務所への検査の実施を決し

たもの
 

 
ⅲ.ⅱの結果、行政処分その他の措置

について金融庁長官への勧告を決

したもの

 
    

 

 

（注）平成 22 年３月 31 日までに報告を受けたもの。 

 

（３）検査の状況 

平成21年度において、審査会は、「平成21年度の審査基本計画及び検査基

本計画」（P46資料２－４参照)に基づき、監査事務所７件（平成 19 年度

品質管理レビューに係るもの２件、平成 20 年度品質管理レビューに係るも

の５件）に対して検査を実施した。

 

（４）金融庁長官に対する勧告の状況 

審査会は、平成 21 年度に実施した検査の結果、以下の監査法人について、

金融庁長官に対し、法第41条の２の規定に基づき、行政処分その他の措置

を講ずるよう勧告した（P48資料２－５参照）。 

・ 平成 21 年 11 月 17 日 プライム監査法人 

（注）最高経営責任者及び品質管理担当責任者において、監査法人の品質管理のシス

テムの整備を図るという意識が希薄となっており、内部規程が整備されていない

こと、監査補助者に対する指示及び監督が不十分であること等、品質管理のシス

テム全般にわたり、多数の不備がみられるなど、監査法人としての組織的な業務

運営が行われていない事例が確認された。 

 

 

 

 
― 13 －



 

（５）「監査の品質管理に関する検査指摘事例集」の改訂 

審査会は、平成 20 年２月に公表した「監査の品質管理に関する検査指摘

事例集」について、平成 20 年度までに実施した検査結果につき、最近の検

査で確認された事例や会計基準等の改訂等を踏まえ、指摘事例の追加・削

除等の見直しを行い、平成 21 年６月に公表した。 

今後も、必要に応じて、説明会の開催等により、監査の品質管理の重要

性に対する理解の浸透を図るとともに、年度毎にその内容を見直し、掲

載事例の追加及び削除を行っていく（P49資料２－６参照）。 

 

３．外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針等

 

審査会は、外国監査法人等に対する対応について、「平成21年度の審査基本

計画及び検査基本計画」に基づき、金融庁と連名で「外国監査法人等に対す

る検査監督の考え方」を策定し、平成21年９月14日に公表した（P87資料２

－７、P90 資料２－８参照）。 

さらに、審査会は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」等を踏

まえ、外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する具体的な実施手続や

留意事項等について定めた「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法

人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」の案を公表し、平成21年10

月２日から11月２日までの間、広く意見の募集を行った。その結果、寄せ

られた意見等を踏まえて内容について見直しを行い、確定した上で、平成22

年１月14日に公表した（P95資料２－９、P108 資料２－10参照）。 

本基本指針では、外国監査法人等の所属する国の当局との間に情報交換等

に係る取極め等や、相互主義が担保される場合には、審査会は、当該国当局

が行う報告徴収又は検査に依拠することとし、外国監査法人等に対する報

告徴収及び検査を原則として実施しないこととしている。
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第３章 公認会計士試験の実施

 

１．概説 

 

（１）試験の執行 

公認会計士試験は、審査会が、毎年１回以上行うこととされている（法

第 13 条第１・２項）。 

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその

応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、短答式及び論文

式による筆記の方法で行う（法第５条）。 

公認会計士試験に関する事務のうち、合格の決定、合格の決定の取消し、

受験の禁止、試験問題の作成・採点等を除く、試験監督等の試験実施事務

を各財務局長等に委任している（法第 49 条の４第５項、同法施行令第 36

条）。    

（注）試験問題の作成及び採点のために、審査会に試験委員が置かれており、試験委員

は試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命する（法第 38 条

第１・２項）。 

 

（２）試験制度の見直し（平成 15 年法改正） 

公認会計士試験制度については、試験の質を確保しつつ幅広い多様な者

が受験し易くすることを主な目的として、試験体系の簡素化、試験科目の

見直し、試験の一部免除の拡大、実務経験の位置付け変更などを内容とす

る大幅な見直しが行われ、平成 18 年試験から実施されている。 

（注）旧試験制度の下での会計士補制度は廃止されたが、新試験制度における短答式試

験に合格したものとみなすなど、一定の経過措置が設けられている。 

 

（３）実施面の改善 

審査会は、平成 18 年からの新試験制度移行後も、審査会の下に設置した

公認会計士試験実施検討グループにおいて、実施面の改善の検討を行い、

その検討結果を「公認会計士試験実施の改善について」として取りまとめ、

公表した（平成 19 年 10 月）。 

審査会では、その内容を踏まえ、平成 20 年試験より公認会計士試験実施

の改善を順次図り、平成 22 年試験からは、短答式試験を年２回実施して

いる（平成 21 年 12 月第Ⅰ回、平成 22 年５月第Ⅱ回）。 
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（参考）試験実施面での主な改善策 

○ 短答式試験 

・ 基本的な問題を幅広く出題し、問題文・選択肢は簡素化する。 

・ 従来の２週間の週末にわたる２日間の実施日程を短縮し、週末１日の試験

とする。 

・ 短答式試験を年２回実施する。 

○ 論文式試験 

・ 思考力、判断力、応用能力、論述力等を問う問題とし、出題範囲を短答式

試験より絞り込む。 

・ 従来の企業法、民法の２科目のほかに、新たに会計学、監査論、租税法の

３科目についても、法令基準等を受験時に配付した上で試験を実施する。 

・ 従来の平日３日間の実施日程を、例えば、金土日といった連続する平日１

日、週末２日の試験とする。 

 

２．現行試験制度

 

公認会計士試験は、短答式（択一式）及び論文式による筆記の方法により、

全国の財務局等管内の試験場で行う。短答式試験は、平成 22 年試験から年２

回実施している。なお、受験資格による制限は設けられていない（P124 資料

３－１参照）。 

（注）試験は、北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、 

福岡県、熊本県及び沖縄県において実施。 

 

① 短答式試験 

・ 試験科目 

必須４科目：財務会計論、管理会計論、監査論、企業法 

 

・ 合格基準 

総点数の 70％を基準として、審査会が相当と認めた得点比率を合

格基準としている。ただし、１科目につき、その満点の 40％に満た

ないもののある者は、不合格となることがある。 

 （参考）過去の合格点 

平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 

69％ 65％ 65％ 70％ 

（注）各年とも１科目につき満点の 40％未満のもののある者は不合格。 
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・ 試験科目の全部又は一部免除 

短答式試験合格者は、当該試験の合格発表日から起算して２年を

経過する日まで、申請により短答式試験の免除を受けることができ

る。 

また、大学等において３年以上商学若しくは法律学に属する科目

の教授等であった者又は博士の学位取得者、司法試験合格者、税理

士資格取得者等や会計専門職大学院修了者などについても、申請に

より試験科目の全部又は一部の免除を受けることができる。 

（参考）平成 18 年以降の免除件数（延べ件数。平成 22 年３月 31 日現在） 

 司法試験合格者 
 

 

 

 

 

 

② 論文式試験 

   ・ 試験科目 

必須４科目：会計学、監査論、企業法、租税法 

選択科目（次の４科目のうち１科目）：経営学、経済学、民法、統計学 

     

・ 合格基準 

52％の得点比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率を

合格基準としている。ただし、１科目につき、その得点比率が 40％

に満たないもののある者は、不合格となることがある。 

なお、論文式試験は、１人の答案を複数の試験委員により採点し

ており、試験委員間及び試験科目間の採点格差は、標準偏差により

調整している。 

（参考）過去の合格点 

平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年

52％ 51％ 51％ 52％ 

（注）各年とも１科目につき得点比率が 40％未満のもののある者は不合格。 

 

 

 

288 件全部免除 

 商学、法律学に係る大学教授等又は博士の学位取得者 86 件

税理士資格取得者等 1,420 件

会計専門職大学院修了者 1,403 件

一部科目 

免除 

会計又は監査に関する実務経験者 61 件
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・ 試験科目の一部免除 

論文式試験のうちの一部の科目について、審査会が相当と認める

成績を得た者は（注）、免除資格取得後２年間、申請により論文式試

験の当該科目の免除を受けることができる。 

また、大学等において３年以上商学、法律学若しくは経済学に属

する科目の教授等であった者又は博士の学位取得者、司法試験合格

者、税理士資格取得者などについても、申請により試験科目の一部

の免除を受けることができる。 

  （注）試験科目のうち一部の科目について、同一の回の公認会計士試験論文式試

験合格者の平均得点比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率以

上を得た者を一部科目免除資格取得者としている。 

  （参考）平成 18 年以降の免除件数（延べ件数。平成 22 年３月 31 日現在） 

 税理士資格取得者 502 件 

 司法試験合格者 288 件 

 不動産鑑定士試験合格者 133 件 

 商学、法律学、経済学に係る大学教授等又は博士の学位取得者 94 件 

 

 

３．公認会計士試験の実施状況

 

（１）平成21年公認会計士試験

   平成 21 年公認会計士試験のスケジュール及び実施状況は以下のとお

りである。 

 

≪平成 21 年公認会計士試験実施スケジュール≫ 

区 分 
試験委員 願書受付 願書受付 

試験期日 合格者発表
発  令 開  始 締  切

短 答 式 21 年 5月24日 21 年 6月26日

20 年 12月10日 21 年 2月13日 21 年 2月27日
21 年 8月21日

論 文 式 21 年 11月26
～23日

日
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≪平成21年公認会計士試験結果の概要≫

    

区   分
短答式試験

受験者

（免除者を

含む。） 

短答式試験 

みなし合格者

（旧第２次試

験合格者等）

 

平成 21 年

試験 
 

（参考）

平成20年短答式試験

受験者

（免除者を

含む。） 

短答式試験 

みなし合格者

（旧第２次試

験合格者等） 

試験

 
 

願書提出者(a) 20,443人 812人 21,255人 19,736人 1,432人 21,168人

短答式試験受験者(b) 17,371 人 － 17,371 人 16,217人 － 16,217人

短答式試験合格者(c) 2,289人 － 2,289人 3,515人 － 3,515人

短答式試験合格率(c/b) 13.2％ － 13.2％ 21.7％ － 21.7％ 

論文式試験受験者(d) 
5,361人 812人 6,173 人 7,034人 1,429人 8,463人

最終合格者(e)   1,916人 313人 2,229人 3,024人 601人 3,625人

論文式試験合格率(e/d) 
35.7％ 38.5％ 36.1％ 43.0％ 42.1％ 42.8％

合格率(e/a) 9.4％ 38.5％ 10.5％ 15.3％ 42.0％ 17.1％

（注） 「短答式試験受験者（免除者を含む。）」欄の「論文式試験受験者」には、当該試験年の短答

式試験合格者のほか、その前年又は前々年の短答式試験合格による短答式試験免除者及

び大学教授や司法試験合格者等の短答式試験免除者を含む。 

 

① 願書提出者 

   平成21年公認会計士試験の受験願書提出者は、21,255人となってい

る。このうち、旧第２次試験合格者等の短答式試験みなし合格者（812

人）を除く受験願書提出者は20,443人であり、前年の19,736人に比べ

707人（3.6％）増加した。

 

 ② 短答式試験 

・ 短答式試験受験者 17,371 人 

・ 短答式試験合格者 2,289 人（合格率 13.2％） 

短答式試験は、受験願書提出者（21,255 人）から、平成 19年又は平成

20 年の短答式試験合格者で平成 21 年の短答式試験を免除された者

（2,956人）、大学教授・司法試験合格者等の免除者（116人）及び旧第

２次試験合格者等の短答式試験みなし合格者（812人）を除いた 17,371

人が受験し、合格者は2,289人となった（合格率 13.2％）。 

（参考）当該試験の合格者は、総点数の 70％以上を取得した者。ただし、１科目

につき満点の 40％未満のもののある者は不合格。 
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 ③ 論文式試験 

・ 論文式試験受験者 6,173 人 

うち短答式試験受験者（免除者を含む。）5,361 人 

・ 最終合格者 2,229 人（合格率 10.5％） 

うち短答式試験受験者（免除者を含む。）1,916 人（合格率 9.4％） 

   論文式試験は、平成 21 年の短答式試験合格者（2,289 人）に、平成 19

年又は平成20年の短答式試験合格者で平成21年の短答式試験が免除さ

れた者（2,956 人）、大学教授・司法試験合格者等の免除者（116 人）及

び旧第２次試験合格者等の短答式試験みなし合格者（812 人）を加えた

6,173 人が受験し、最終合格者は 2,229 人となった（論文式試験合格率

36.1％）。このうち旧第２次試験合格者等の短答式試験みなし合格者を除

いた最終合格者は 1,916 人となった（P125資料３－２参照）。 

（参考１）当該試験の合格者は、52.0％以上の得点比率を取得した者。ただし、１

科目につき得点比率が 40％未満のもののある者は不合格。 

（参考２）論文式試験の一部科目免除資格の付与として審査会が相当と認めた得点

比率は 55.5％。 

（参考３）合格者の年齢別では、30 歳未満が全体の 76.0％を占め、平均年齢は 26.8

歳であった。なお、最高年齢は 64 歳、最低年齢は 18 歳であった。 

（参考４）合格者の職業別では、「会計士補」が 290 人（構成比 13.0％）、「学生」・

「専修学校・各種学校受講生」が 1,384 人（構成比 62.1％）、「会社員」

が 84 人（構成比 3.8％）、「無職」が 325 人（構成比 14.6％）となってい

る。なお、女性は 402 人（構成比 18.0％）となっている。 
 

（２）平成22年公認会計士試験

平成 22 年公認会計士試験のスケジュール及び実施状況は以下のとお

りである。 

 

≪平成 22 年公認会計士試験実施スケジュール（予定）≫ 

区 分 
試験委員 願書受付 願書受付 

試験期日
発  令 開  始 締  切

合格者発表

第 Ⅰ 回 
21 年 9月4日 21 年 9月18日 21 年 12月13日 22 年 1月18 日

短 答 式

第 Ⅱ 回 

短 答 式 

20 年 12月10日

22 年 2 月 12 日 22 年 2 月 26 日 22 年 5 月 23 日 22 年 6 月 18 日

9 日 ― 
22 年 8 月 20 日 

～22 日 
論 文 式 21 年 12月 22 年 11月15 日
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 ≪第Ⅰ回短答式試験の試験結果の概要≫ 

・ 短答式試験受験者 17,583 人 

・ 短答式試験合格者 1,576 人（合格率 9.0％） 

 

平成 22 年第Ⅰ回短答式試験は平成 21 年 12 月 13 日に実施し、願書提

出者（受験者）は 17,583 人であった。 

この第Ⅰ回短答式試験の願書提出は、当該短答式試験受験者のみ受け

付けることとし、短答式試験の全科目免除者及び旧第２次試験合格者等

の短答式試験みなし合格者については第Ⅱ回に願書を提出することと

している。 

（参考）当該試験の合格者は、総点数の 71％以上を取得した者。ただし、１科目

につき満点の 40％未満のもののある者は不合格。 
  
４．受験者等への情報発信 

 

  ① 広報活動 

    多様な人々が公認会計士試験に挑戦するよう、審査会では試験に関す

る広報活動の強化を図っている。 

    具体的には、全国の大学等で、会長及び常勤委員により、審査会の活

動、公認会計士試験制度の概要、公認会計士に期待される役割等をテー

マとした講演を行っている。また、女性に公認会計士等に対する関心を

深めてもらうため、女子大や女子高でも講演等を行っているところであ

る。 

このような講演等を、平成 21 年度においては全国 20 大学等で実施し

た（P131 資料３－３参照）。 

 

  ② 公認会計士試験Ｑ＆Ａの更新 

    受験者の利便性向上等のため、「公認会計士試験Ｑ＆Ａ」を作成し、平

成 17 年７月から審査会ホームページに掲載し、随時更新しているところ

である。平成 21 年度においても、短答式試験の年２回実施に伴う免除申

請に関する説明等の追加（平成 21 年９月）や、公認会計士試験合格者等

に期待される経済界における活躍に関する説明の追加（平成 21 年 10 月）

を行った。 
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  ③ 新型インフルエンザへの対応 

    新型インフルエンザの国内感染の拡大を受け、平成 21 年５月の平成

21年短答式試験及び同年12月の平成22年第Ⅰ回短答式試験においては、

新型インフルエンザ対策本部による「基本的対処方針」等を踏まえ、受

験者に対し、マスク着用や咳エチケットの励行等について、審査会ホー

ムページや試験場において呼び掛けを行った。 

 

５．その他 

 

  ① 公認会計士試験合格者等をめぐる状況への対応 

    新試験制度での合格者数の増加等の状況や、公認会計士となるために

必要な業務補助等の環境整備の状況を踏まえ、審査会、金融庁、協会、

日本経済団体連合会などの関係者間で課題と対応策を議論するため、平

成 21 年４月より、公認会計士試験合格者等の育成と活動領域の拡大に関

する意見交換会が実施された。 

    意見交換の結果については、金融庁から同年７月に「中間取りまとめ」

の形で公表され、関係機関において、課題解決に向けた当面の対応策（ア

クションプラン）を積極的に進めることとされた（P31 トピック、P132

資料３－４、P141 資料３－５参照）。 

    審査会では、このアクションプランに基づき、金融庁及び協会などの

関係機関とともに、公認会計士試験合格者の活動領域の拡大等に向けて

取り組むこととしている。 

そのような取組みの一環として、審査会ホームページ、願書の配付、

試験の実施、合格通知などの場面において、試験合格者等の活動領域の

拡大等に関する情報発信やパンフレットの配布を行い、試験受験者及び

合格者等における意識改革に向けた周知活動の取組みを行った。 

   （参考） 上記のほか、公認会計士試験合格者の経済界等への就職が進んでいない状況

や、実務経験を得られず公認会計士の資格を取得できないおそれが高まってい

ること等を踏まえ、平成 21 年 12 月、金融庁に金融担当副大臣を座長とする「公

認会計士制度に関する懇談会」が設置され、公認会計士試験・資格制度等につ

いて、関係者間での検討が行われることとなった。 

 

  ② 公認会計士試験の実施に係る市場化テスト 

    平成21年７月10日に公共サービス改革基本方針改定が閣議決定され、

公認会計士試験業務の一部について、公共サービス改革法に基づき、民
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間競争入札を実施することとされた。これにより、財務局の実施する受

験願書の確認、試験会場の確保、試験の立会等の試験実施業務が市場化

テストの対象業務となり、平成 23 年度（平成 24 年試験）から関東財務

局において実施することとなった。 
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第４章 公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議

 

１．概説 

 

金融庁長官が公認会計士・監査法人に対して懲戒処分等をするときには、

聴聞を行った後に、審査会の意見を聴くこととされている（法第 32 条第５

項）。具体的には、審査会は、金融庁長官から示された、処分対象の事実、

適用法令、聴聞内容及び量定（処分の重さ）などの処分に関する事項につい

て審議を行い、金融庁長官の判断が妥当かどうかに関して意見を表明して

いる。 

 

≪調査審議の概要≫ 

②意見を聴く

④意見を表明する
③調査審議 

審査会公認会計士・監査

 

⑤懲戒処分等の決定

①公認会計士等の懲戒処分等

に関する の調査事件

金融庁 
 

 

 

 

 

（注１）懲戒処分等は、公認会計士・監査法人が監査業務において虚偽又は不当な証明を行

った場合や、公認会計士等が法等に違反した場合又は著しく不当と認められる業務の運営

を行った場合等に課される。

（注２）懲戒処分等に関する事件の調査（事件関係人等に対する審問又は意見若しくは報告

を徴すること、帳簿書類その他の物件の提出を命じること等）は、金融庁長官が行う。な

お、審査会の勧告に基づいて懲戒処分等が課される場合や、監査法人に対する課徴金納付命

令については、審査会に意見を聴くことは要しない。

 

 

２．事案の概要 

 

平成21年度において、審査会で調査審議を行った事案は３件であり、それ

らの概要は以下のとおりである。 

 

≪審議状況≫ 

１. 第138回審査会
（H21.６.16）

公認会計士１名

２. 

 

第140回審査会
（H21.７.３）

監査法人ウィングパートナーズ及び公認

会計士３名 
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３. 第151回審査会
（H21.12.22）

公認会計士１名 

 

事案１ 

金融商品取引法で禁止されているインサイダー取引を行った公認会計士１

名に対する懲戒処分事案に関し、調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当

かどうかに関して意見を表明した。

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成21年６月23日に当該公認

会計士に対して懲戒処分を行った。

（参考）処分の概要（金融庁の公表資料から抜粋） 

① 処分内容 

業務停止３ヶ月（平成 21 年６月 26 日から平成 21 年９月 25 日まで） 

② 処分理由 

当該公認会計士は、株式会社アルゴ 21 ほか４銘柄の株式について、キヤノンマー

ケティングジャパン株式会社ほか４社が公開買付を行うことを決定した事実の一部

の伝達を受け、金融商品取引法で禁止されているインサイダー取引を行った。この行

為は、法第 26 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。 

 

事案２ 

株式会社ペイントハウスが作成した財務書類について、証券取引法に基づ

く監査証明を行った公認会計士、並びに、株式会社ゼンテック・テクノロジ

ー・ジャパンが作成した財務書類について、金融商品取引法に基づく監査証

明を行った監査法人ウィングパートナーズ及び監査法人の業務を執行する社

員として監査証明を行った公認会計士に対する懲戒処分等事案に関し、調

査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当かどうかに関して意見を表明した。

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成21年７月８日に当該監査

法人及び公認会計士に対して処分を行った。

（参考）処分の概要（金融庁の公表資料から抜粋） 

（１）監査法人ウィングパートナーズ 

① 処分内容 

業務の停止１ヶ月（平成 21 年７月 15 日から平成 21 年８月 14 日まで） 

業務改善命令（業務管理体制の改善） 

② 処分理由 

監査法人ウィングパートナーズについては、株式会社ゼンテック・テクノロジ

ー・ジャパンの平成 20 年３月期の財務書類に係る監査において、同監査法人の業

務執行社員が、相当の注意を怠り、重大な虚偽又は脱漏のある財務書類を重大な

虚偽及び脱漏がないものとして証明した。 
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（２）公認会計士 

① 処分内容 

公認会計士１名について 

業務停止１年６ヶ月（平成 21 年７月 15 日から平成 23 年１月 14 日まで） 

公認会計士１名について 

業務停止１年３ヶ月（平成 21 年７月 15 日から平成 22 年 10 月 14 日まで） 

公認会計士１名について 

業務停止３ヶ月（平成 21 年７月 15 日から平成 21 年 10 月 14 日まで） 

② 処分理由 

当該公認会計士２名は、株式会社ペイントハウスの平成 17 年８月期の財務書類

に係る監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚

偽のないものとして証明した。 

当該公認会計士２名は、株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパンの平成

20 年３月期の財務書類に係る監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のあ

る財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。 

 

事案３  

税理士法第 46 条の規定に基づき税理士業務停止処分を受けた公認会計士

１名に対する懲戒処分事案に関し、調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥

当かどうかに関して意見を表明した。

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成21年12月25日に当該公認

会計士に対して懲戒処分を行った。

（参考）処分の概要（金融庁の公表資料から抜粋） 

① 処分内容 

業務停止１ヶ月（平成 22 年１月４日から平成 22 年２月３日まで） 

② 処分理由 

当該公認会計士は、財務大臣から、税理士法第 46 条の規定に基づき、平成 21 年

６月 12 日から８ヶ月の税理士業務停止処分を受けた。この事実は、法第 26 条に規定

する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。 
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第５章 諸外国の関係機関との協力 

 

１．概説 

 

エンロンやワールドコム等、諸外国における一連の企業会計不正事件を契

機として、監査監督の重要性が高まり、監査の品質の確保・向上のために世

界各国で監査業界から独立した監査監督機関が設立された。 

こうした中、相互の情報交換等を目的として各国の監査監督機関が非公式

に集まり、平成 16 年９月に第１回監査人監督機関会議（参加９カ国）が開

催された。その後、平成 18 年９月の第５回監査人監督会議において、常設

の監査監督機関国際フォーラム（IFIAR
イフィアール

：International Forum of Independent 

Audit Regulators）の設立が正式に承認され、平成19年３月、審査会の主催

により第１回会合（加盟 22 カ国）が東京で開かれた。平成 22 年３月までに

７回の本会合が開催されているが、平成 22 年３月末現在で加盟国数は 35 カ

国・地域へと拡大した。審査会からは会長及び常勤委員等が会合に出席して

いる。 

 このほか、審査会は、各国の監査監督機関等と個別に会合等を実施するな

ど、国際的な監査の品質の確保・向上に向け、各国当局との協力関係の構築・

充実に努めている。 

 

２．監査監督機関国際フォーラム（IFIAR） 

 

（１）組織等 

 

① 目的 

IFIAR の目的は、以下のとおりである。 

ⅰ 監査事務所の検査に焦点を当て、監査市場の環境に関する知識や

監査監督活動の実務的な経験を共有すること。 

ⅱ 監督活動における協力及び整合性を促進すること。 

ⅲ 監査の品質に関心を有する他の組織との対話の場を提供するこ

と。 

    

  ② 組織 

IFIAR は、平成 22 年３月末現在で、35 カ国・地域が加盟しており、

議長・副議長の下、６つのワーキング・グループ（WG）等下部組織（６

大監査ネットワーク WG、基準調整グループ、検査ワークショップ WG、

国際協力 WG、投資家との対話 WG、最近の市場動向タスク・フォース
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（TF））が置かれている。 

また、議長・副議長への支援及び助言を行う諮問委員会（アドバイ

ザリー・カウンシル）が置かれ、審査会は、米国、ドイツ、フランス、

ノルウェー、シンガポールとともにそのメンバーに選出されている。 

 
  

 ≪IFIAR の組織図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

６大監査
ネットワーク

WG 

検査ワーク
ショップ

WG
国際協力WG 

最近の

市場動向TF 
基準調整

グループ

議長・副議長
（事務局）

諮問委員会
（アドバイザリー・カウンシル）

ワーキング・グループ等

投資家との

対話WG 

監査監督機関国際フォーラム
（IFIAR）

  

（２）活動状況 

 

① 本会合  

 

イ 第５回会合 

平成 21 年４月 27 日から 29 日まで、スイス連邦監査監督庁（FAOA）

の主催により、バーゼルにて開催され、審査会からは金子会長及び脇

田委員等が出席した。 

      会合には、30 カ国・地域の監査監督機関が出席したほか、７国際機

関がオブザーバーとして参加した。 

      会合では、国際的な６大監査ネットワークの代表が参加し、最近の

経済状況に関する問題とそれに対する対応、及び監査人に影響を与え

る一連の他の問題について意見交換が行われた。     

次期議長にスティーブン・マイヨール蘭金融市場庁（AFM）事務局

長、副議長にポール・ボイル英財務報告評議会（FRC）CEOが選出され

た。 

また、IFIAR の管理・組織上必要とされる中核業務のためにメンバ

ーによる分担金の拠出を開始することに原則合意した（P143 資料４－

１、P144 資料４－２参照）。 
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ロ 第６回会合 

平成 21 年９月 14 日から 16 日まで、シンガポール会計企業規制機

関（ACRA）の主催により、シンガポールにて開催され、審査会からは

脇田常勤委員等が出席した。 

      会合には、29 カ国・地域の監査監督機関が出席したほか、証券監督

者国際機構（IOSCO）ほか、５国際機関がオブザーバーとして参加し

た。 

      また、IFIAR の財源の確保について話し合いが行われたほか、現在

の市場の状況が監査の品質に与える影響についての意見交換や投資

家との対話が行われた（P146 資料４－３、P147 資料４－４参照）。         

 

ハ 第７回会合 

平成 22 年３月 22 日から 24 日まで、アブダビ会計説明責任庁（ADAA）

の主催により、アブダビにて開催された。 

会合には、30 カ国・地域の監査監督機関が出席したほか、６国際機

関がオブザーバーとして参加した。 

また、IFIAR の活動計画の議論、財源の管理のための法人の設立手

続が行われたほか、グローバル監査ネットワークとの対話が行われた

（P149 資料４－５、P150 資料４－６参照）。 

 

≪これまでの監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）開催実績≫ 

・ 第１回 平成 19 年３月 22・23 日 東京 

・ 第２回 平成 19 年９月 24・25 日 トロント 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

第３回 

第４回 

第５回 

第６回 

第７回 

平成 20 年４月９～11 日

平成20年９月22～24日

平成21年４月27～29日

平成21年９月14～16日

平成22年３月22～24日

オスロ 

ケープタウン 

バーゼル 

シンガポール 

アブダビ 

    

② 検査ワークショップ 

監査に対する検査に係る事項は、IFIAR の中核を成す活動であること

から、検査の技術及び経験について共有する機会を提供するため、IFIAR

メンバーの検査官を中心とした会合である検査ワークショップが開催さ

れている。 

平成 22 年２月にパリにおいて第４回会合が開催され、31 カ国・地域

の監査監督機関が参加した。 
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当会合では、世界金融危機に対する監査事務所の対応やその対応が監

査の品質に与えた影響についての全体討議のほか、ゴーイング・コンサ

ーン、公正価値測定・減損等の個別テーマに沿った意見交換が行われた。

審査会からも検査官等を派遣し、世界金融危機の影響による日本におけ

る監査の品質の現状について紹介した。 

 

 
≪これまでのIFIAR検査ワークショップ開催実績≫ 

 
・ 第１回 平成 19 年５月 30・31 日 アムステルダム 

 
・ 第２回 平成 20 年 1 月 29・30 日 ベルリン 

 
・ 

・ 

第３回 

第４回 

平成 21 年２月 11～13 日 

平成 22 年２月９～12 日 

ストックホルム 
 

パリ 
 

 

３．その他

 

審査会は、IFIAR以外でも二国間ベースで各国の監査監督機関等との意見

交換等を随時行い、積極的な情報交換に努めている。

特に、平成20年４月から改正公認会計士法が施行されたことを踏まえ、外国

監査法人等への検査に係る具体的な実施手続等、新制度の実施のあり方につい

て、金融庁とともに、各国当局と意見交換を実施している（P14第２章の３．

外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針等参照）。 
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試験合格者等の活動領域の拡大への取組み  ≫トピック≪ 

 

 

○  公認会計士試験合格者が公認会計士の資格を取得し登録するためには、監

査法人や企業等での２年間の実務経験（業務補助、実務従事）と実務補習団

体等の行う実務補習を経る必要があります。 

○  しかし、最近の合格者をめぐる状況をみると、業務補助等の環境が十分に

整備されておらず、また、実務補習においても受講者の増加に伴う教育の質

の維持が困難であることや、時間的制約の多い社会人合格者にとって受講し

にくいことへの懸念が生じています。 

○  このような問題意識の下、行政当局、監査業界や経済界などの関係者間で

課題と対応策を議論する意見交換会を開催しました。その結果、監査業界や

経済界での取組みのほかに、金融庁及び審査会でも、当面以下のような対応

策に取り組むこととしました（P132 資料３－４、P141 資料３－５参照）。 

 

☞ 実務従事関連 

実務従事の確認事例や運用状況を分かりやすく取りまとめ、受験者や合格者

への周知に努める。また、実務従事の要件の見直しについて検討する。 

 

☞ 実務補習関連 

   協会の行う実務補習のカリキュラムの見直しや体制の強化について積極的に

協力し、必要に応じて制度的な見直しを行う。 

 

☞ 公認会計士試験の実施関連 

   試験制度の改正内容に加え、試験の実施方法、試験内容等の改善点について

一層積極的に周知していく。また、実務補習との連携や企業実務の動向にも配

慮した試験内容となるよう図るなど、試験実施面での検討を引き続き行う。    

 

☞ 広報マテリアル 

    協会と協力して、受験者、合格者及び公認会計士向けの広報マテリアルを作

成する。 

 

○ 上記の対応策に関連して、審査会では、ホームページにおいて、企業等

で活躍する合格者などの体験談等を紹介したパンフレットを掲載している

ほか、試験や合格通知などの際に受験者や合格者に直接配付しています。ま

た、試験制度の改正内容や実施面での改善点についても、試験パンフレット

や会長、常勤委員による全国各地での講演会等により積極的に周知していま

す。 

 
― 31 －
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